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受講規約 

本受講規約（以下「本規約」という）は、株式会社ピース・オブ・マインド（以下「当社」と

いう)が提供する NLPプラクティショナーコースならびに NLPマスタープラクティショナ

ーコース（以下「本講座」という）を受講するにあたっての貴方（以下「受講者」という）と

当社との間の契約条件を規定するものです。 

 

第 1条 （受講申し込み） 

１．本講座の受講申し込みは、本サイト上に掲載する手続き、または当社が定める所

定の方法に従って行うものとします。当社が受領した時点で正式なお申し込みとなりま

す。 

２．締切日前でも定員になり次第、受講の申し込み受付を締め切る場合があります。 

 

第２条 （受講申し込みの確定） 

１．受講を希望する方がその受講料金の振込みによってお支払いを完了し、かつ当社

が承諾したときに受講参加が確定します。そのうえで、受講希望者は、本規約の定め

に従い、受講者たる資格を取得するものとします。 

 

第３条 （全額払いの原則） 

１．受講料金は全額払いとします。 

 

第４条 （お支払い期限） 

１．受講料金は、開講日程が確定したあと、1週間以内にお支払い願います。1週間

以内にお支払いがなく、連絡が取れない場合はキャンセルしたものとみなされます。 

 

第５条 （本講座の中止、閉鎖、中断、休講、日程変更） 

１．当社は天候、天災、交通機関の乱れ、講師の急病・事故・慶弔などやむを得ない

場合、または開講に必要な定員に達しなかった場合、受講者に事前の通知なく、本講

座の中止、閉鎖、中断、休講、日程変更できるものとします。 

２．変更により受講ができない場合は、当該本講座についての受講料金を返金しま

す。但し、当社の責任は支払い済み受講料金に限られるものとし、中止、変更などに

より生じた不利益については責任を負いかねます。 
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第６条 （受講制限） 

１．次の各号に該当する場合、本講座の受講はできかねますので予めご了承くださ

い。 

１）１８歳未満の方 

２）うつ病他、精神の疾患にかかっている方 

３）受講が困難と推定される疾病にかかっている方 

４）ネットワークビジネス、それに類するものを紹介、広めるために参加する方 

５）自己紹介、自己開示することに抵抗のある方 

６）他人を誹謗・中傷する方 

７）その他、当社が受講者として不適切と判断した場合 

 

第７条 （受講者資格の中断・取消） 

１．受講者が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに

本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止または将来に向けて取り消すこと

ができるものとします。その場合、受講料金の返金は行いません。 

１）本講座進行の妨害行為や他の受講者の迷惑になるような行為をした場合 

２）当社の許可無く、講座内容や資料を録音・撮影した場合 

３）当社の許可無く、講座内容や資料をウェブサイトなどに無断転用・複製した場合 

４）当社の許可無く、講座内容や資料を第三者に販売、貸与、譲渡などした場合 

５）受講申し込みで、虚偽の申告が判明した場合 

７）講座内容を適切に理解できない可能性がある場合 

８）その他、当社が本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合 

９）本規約に違反した場合 

２．当社は、本条１項に該当する場合の外、受講者が本講座の進行の妨げになると判

断した場合、退席を命じることがあります。 

 

第８条 （講義内容の権利） 

１．当社は本講座内容改善のため、講座の撮影、録音のほか、受講に関するアンケー

トを取らせてもらうことがあります。また、該当する受講者の承諾を得たうえで、加工・修

正のうえ、当社ホームページなどに掲載させていただくことがあります。 

 

第９条 （受講料金） 

１．受講料金は前納となっております。銀行振り込み（振込手数料はご本人負担）でお

支払い願います。 

２．領収書は取扱金融機関等の振込受領書によって代えさせていただきますが、ご要

望があればご用意いたします。 
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第１０条 （返金・キャンセル規定） 

１．本講座をお申込みいただき、受講料金をお支払いされたあとに受講者の都合によ

り本講座をキャンセルされる場合、下記キャンセル料金が発生いたします。予めご了

承ください。 

１）開講日の 14日前まで： 無料 

２）開講日より１３日前から７日前： 受講料の３０％の額 

３）開講日より６日前から２日前： 受講料の５０％の額 

４）開講日の前日から当日： 受講料の全額 

講座開催日の前日を 1日前とします。返金の際の振込み手数料は申込者負担とさせ

ていただきます。 

２．前項の規定に関わらず、開講１３日前から前日までの期間において、転勤、転居、

及び入院を伴うような病気・怪我の申し出があった場合に限り、当社が指定する必要

書類を受領のうえ、全額返金いたします。但し、返金手数料等については前項と同じ

条件とします。 

 

第１１条 （開講後のキャンセル） 

１．開講後の受講者からの解約は認められませんので、解約の申し出をされても受講

料の返金は一切いたしません。 

２．但し、以下の場合は受講した分を差し引いて残額を返金いたします。 

１）ご本人がお亡くなりになった場合 

２）病気や怪我で物理的に受講できなくなってしまった場合 

なお、返金手数料等については前条 1項と同じ条件とします。 

 

第１２条 （受講の振替・変更） 

１．原則、受講の振替、変更はできませんが、事情によっては補講（原則、オンライン

講座）を行ないます。実施する補講回数は 3回までとします。早めにご相談ください。

なお、補講講座の所要時間は受講生の理解度合いなどにより変わりますが、本講座よ

りは短くなります。 

 

第１３条 （当社の責任） 

当社は、故意または重過失に基づく場合を除き、本講座または本規約に関連して受

講者または第三者が被った特別損害（予見可能性の有無を問わない）、間接損害お

よび逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、当社が当該受講

者から受領した受講料金の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。 
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第１４条 （損害賠償） 

１.受講者が、本講座に起因または関連して、当社に対して損害を与えた場合、受講

者は、一切の損害を補償するものとします。 

２．本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛

争が発生した場合、受講者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとと

もに、当社に生じた一切の損害を補償するものとします。 

 

第１５条 （管轄裁判所） 

１．本契約を巡る一切の紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所としま

す。 

 

第１６条 （講義内容に対する権利） 

１．受講者は、講座に関連して提供される一切のノウハウ、アイデア、手法その他の情

報、教材・書籍・ビデオを含む著作物、講義内容を自己の学習の目的にのみ使用する

ものとします。 

２．講座での写真撮影・録画・録音・レポートの転用などは一切禁じます。 

３．講義内容をいかなる方法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、使

用許諾等を行なってはならないものとします。 

以上 


